
重度心身障害児者医療助成制度43・
重度心身障害老人健康管理事業 健管 の拡充について

公費負担医療等関連情報

（2024年８月診療分から）

　2024年（令和６年）８月診療分より、京都府の重度心身障害児者医療助成制度�・重度心身障害
老人健康管理事業 健管 の対象者が拡充されます。

１　新たに対象となる方
　京都府内にお住まいで、被用者保険や国民健康保険などの健康保険に加入している次のいずれ
かに該当する方

①　精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている方
②　精神障害者保健福祉手帳２級の交付を受けている方で、かつ、身体障害者手帳３級の交付

を受けている方
③　精神障害者保健福祉手帳２級の交付を受けている方で、かつ、知的障害者更生相談所及び

児童相談所において知能指数が50以下と判定された方
④　精神障害者保健福祉手帳２級の交付を受けている方のうち、直近の更新前は手帳の等級が

１級であった方

２　拡充開始時期
　2024年（令和６年）８月１日診療分から

３　申請の方法等については、お住まいの市、区役所、町村役場へお尋ねください。
　なお、府内自治体では独自に制度を拡充しているところもあります。各自治体の助成内容につ
いては『公費負担医療等の手引』2023年11月版P.439、440「重度心身障害児者医療助成制度�　
京都府内一覧」、P.148、149「重度心身障害老人健康管理制度　京都府内一覧」をご覧ください。
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